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陳暘孟子訓義校釈（五）

樂
書
卷
第
九
十
五

a

孟
子
訓
義

b

告
子
上
　
告
子
下

c
　
盡
心
上
　
盡
心
下

告
子
上

d

至
於
聲
、
天
下
期
於
師
曠
。
是
天
下
之
耳
相
似
也
。

天
五
與
地
十
合
而
生
土
於
中
、
其
聲
爲
宮
。
地
四
與
天
九
合
而
生
金
於

右
、
其
聲
爲
商
。
天
三
與
地
八
合
而
生
木
於
左
、
其
聲
爲
角
。
地
二
與
天

七
合
而
生
火
於
上
、
其
聲
爲
徴
。
天
一
與
地
六
合
而
生
水
於
下
、
其
聲
爲

羽
。
天
數
五
奇
、
地
數
五
偶
、
奇
偶
相
資
而
五
聲
成
焉
。
蓋
五
聲
之
變
不

可
勝
窮
也
、
而
師
曠
能
精
之
、
故
天
下
之
語
樂
者
、
其
聲
必
期
於
師
曠
。

是
天
下
之
耳
相
似
也
。
然
耳
之
於
聲
、
天
下
有
同
聽
焉
、
必
期
於
師
曠

者
、
豈
以
其
聰
聽
出
乎
其
類
故
邪
。

［
校
勘
］

a
　「
樂
書
巻
第
九
十
五
」　
四
庫
全
書
本
は
「
樂
書
巻
九
十
五
」
に
作

る
。
ま
た
四
庫
全
書
本
に
は
こ
の
行
の
前
に
「
欽
定
四
庫
全
書
」
の
一

行
が
あ
る
。

b
　
四
庫
全
書
本
は
、「
樂
書
巻
九
十
二
」
と
「
孟
子
訓
義
」
の
間
に

「
宋
陳
暘
撰
」
の
一
行
が
あ
る
。
方
濬
師
本
に
は
「
宋
宣
徳
郎
秘
書
省

正
字
陳
暘
譔
」
の
一
行
が
あ
る
。

c
　「
告
子
上
　
告
子
下
」　
諸
本
「
告
子
」
に
作
る
。
本
巻
に
載
せ
る
最

初
の
二
条
は
『
孟
子
』
の
「
告
子
上
」
と
「
告
子
下
」
に
そ
れ
ぞ
れ
属

す
。
よ
っ
て
本
書
の
通
例
に
倣
っ
て
改
め
た
。

d
　「
告
子
上
」　
諸
本
「
告
子
」
に
作
る
。

　
［
訳
］聲

に
至
り
て
は
天
下
師
曠
に
期
す
。
是
れ
天
下
の
耳
相
ひ
似
た
れ
ば
な

り
。天

の
〈
五
〉
と
地
の
〈
十
〉
が
合
わ
さ
っ
て
〈
土
〉
が
中
央
に
生
じ
、
そ

の
音
は
〈
宮
〉
で
あ
る
。
地
の
〈
四
〉
と
天
の
〈
九
〉
が
合
わ
さ
っ
て
〈
金
〉

が
右
に
生
じ
、
そ
の
音
は
〈
商
〉
で
あ
る
。
天
の
〈
三
〉
と
地
の
〈
八
〉
が

合
わ
さ
っ
て
〈
木
〉
が
左
に
生
じ
、そ
の
音
は
〈
角
〉
で
あ
る
。
地
の
〈
二
〉

と
天
の
〈
七
〉
が
合
わ
さ
っ
て
〈
火
〉
が
上
に
生
じ
、
そ
の
音
は
〈
徴
〉
で

あ
る
。
天
の
〈
一
〉
と
地
の
〈
六
〉
が
合
わ
さ
っ
て
〈
水
〉
が
下
に
生
じ
、

そ
の
音
は
〈
羽
〉
で
あ
る

1
。
天
の
数
は
五
つ
の
奇
数
、
地
の
数
は
五
つ
の

偶
数
で
あ
り
、
奇
数
と
偶
数
が
助
け
合
っ
て
〈
五
声
〉
が
完
成
す
る
。〈
五

声
〉
の
変
化
は
知
り
つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
師
曠

2
は
こ
れ
を
聞
き

陳
暘
孟
子
訓
義
校
釈
（
五
）

児
玉
憲
明
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分
け
る
技
量
が
あ
る
の
で
、
天
下
の
楽
を
論
じ
る
人
は
、
楽
音
に
つ
い
て
は

必
ず
師
曠
を
標
準
と
す
る
。
つ
ま
り
天
下
の
人
の
音
感
は
だ
い
た
い
同
じ
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
音
楽
に
お
け
る
聴
覚
は
、
天
下
の
人
が
同
じ
嗜
好
を
持

つ
3
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
必
ず
師
曠
を
標
準
と
す
る
理
由
は
、
彼
の
音
感
が

他
の
人
に
抜
き
ん
出
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

［
注
］1

　『
禮
記
正
義
』
巻
第
十
四
（
月
令
）
に
引
く
鄭
玄
の
『
周
易
』
注
に

類
似
す
る
。「
鄭
注
易
繫
辭
云
、
天
一
生
水
於
北
、
地
二
生
火
於
南
、

天
三
生
木
於
東
、
地
四
生
金
於
西
、
天
五
生
土
於
中
。
陽
無
耦
、
陰

無
配
、
未
得
相
成
。
地
六
成
水
於
北
、
與
天
一
并
。
天
七
成
火
於
南
、

與
地
二
并
。
地
八
成
木
於
東
、
與
天
三
并
、
天
九
成
金
於
西
、
與
地

四
并
。
地
十
成
土
於
中
、
與
天
五
并
也
。
大
衍
之
數
五
十
有
五
、五

行
各
氣
并
、
氣
并
而
減
五
、
惟
有
五
十
。
以
五
十
之
數
、
不
可
以
爲

七
八
九
六
卜
筮
之
占
以
用
之
。
故
更
減
其
一
、
故
四
十
有
九
也
」
と
あ

る
。
鄭
玄
の
説
で
は
「
発
生
（
生
）」
と
「
完
成
（
成
）」
が
、
そ
れ
ぞ

れ
「
天
」
と
「
地
」
の
働
き
と
し
て
分
け
て
説
か
れ
る
（
た
と
え
ば

「
水
」
に
つ
い
て
は
「
天
の
一
が
北
方
に
水
を
生
ず
」「
地
の
六
が
北
方

で
水
を
完
成
さ
せ
る
」
と
あ
る
）
が
、「
訓
義
」
で
は
「
天
の
一
と
地

の
六
が
合
わ
さ
っ
て
下
方
で
水
を
生
ず
」
と
あ
る
。
原
理
に
お
い
て
鄭

玄
と
異
な
る
か
に
見
え
る
が
、
簡
略
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

『
樂
書
』
の
「
禮
記
訓
義
」（
巻
九
）
で
は
、
五
声
の
治
乱
と
君
・
臣
・

民
・
事
・
物
の
治
乱
の
相
関
を
論
じ
る
た
め
に
、
ま
た
「
樂
圖
論
」

（
巻
一
百
五
）
で
は
五
声
の
五
行
・
方
位
と
の
配
当
を
論
じ
る
た
め
に
、

こ
の
鄭
玄
の
説
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

2
　
師
曠
は
『
孟
子
』
の
「
離
婁
上
」
に
既
出
（『
樂
書
』
巻
第
九
十
三

〈
孟
子
訓
義
〉）。

3
　「
然
耳
之
於
聲
、
天
下
有
同
聽
焉
」
は
『
孟
子
』
本
条
の
下
文
「
耳

之
於
聲
也
、
有
同
聽
焉
」
に
よ
る
。
こ
こ
の
「
聽
」
は
「
聴
覚
の
感

度
」
や
「
音
感
」
で
は
な
く
音
響
に
対
す
る
好
悪
や
美
的
感
覚
を
意
味

す
る
。「
口
之
於
味
也
、
有
同
耆
焉
（
味
に
お
け
る
味
覚
に
は
同
じ
好

み
が
あ
る
）」「
目
之
於
色
也
、
有
同
美
焉
（
色
に
お
け
る
視
覚
に
は
同

じ
美
感
が
あ
る
）」
と
、「
同
聽
」
が
「
同
耆
」「
同
美
」
と
並
列
さ
れ

て
い
る
か
ら
、「
同
聽
」
は
「
楽
音
に
対
す
る
嗜
好
が
類
似
す
る
」
の

意
で
あ
る
。

告
子
下

a

昔
者
王
豹
處
於
淇
、
而
河
西
善
謳
、
緜
駒
處
於
高
唐
、
而
齊
右
善
歌
、

華
周
杞
梁
之
妻
善
哭
其
夫
、
而
變
國
俗
。
有
諸
内
、
必
形
諸
外
。
爲
其
事

而
無
其
功
者
、
髠
未
嘗
覩
之
也
。
是
故
無
賢
者
也
。
有
則
髠
必
識
之
矣
。

外
以
内
爲
本
、
功
以
事
爲
始
。
故
有
諸
内
、
未
嘗
不
形
諸
外
。
猶
之
苟

有
車
必
見
其
軾
、
苟
有
衣
必
見
其
敝
也
。
有
其
事
者
未
嘗
不
無
其
功
。
猶

之
苟
或
言
之
、
必
聞
其
聲
、
苟
或
行
之
、
必
見
其
成
也
。

今
夫
善
謳
如
王
豹
處
於
淇
水
而
河
西
以
謳
相
高
。
善
歌
如
緜
駒
處
於
高

唐
而
齊
右
以
歌
相
軋
。
其
樂
心
感
之
然
也
。
與
韓
娥
爲
曼
聲
長
歌
而
雍
門

善
歌
同
意
。
齊
莊
公
伐
莒
、
大
夫
華
旋
杞
殖
勇
於
死
敵
、
而
三
軍
披
靡
、

卒
没
於
戎
事
焉
。
其
妻
聞
而
哭
之
、
城
隅
爲
之
陁

b
、
國
俗
爲
之
變
。
其

哀
心
感
之
然
也
。
與
韓
娥
爲
曼
聲
哀
哭
而
雍
門
善
哭
同
意
。
凡
此
皆
誠
之

形
於
内
、
而
物
應
於
外
、
爲
其
事
而
有
其
功
者
也
。

若
夫
賢
者
之
於
國
、
異
於
是
。
其
君
用
之
、
則
言
聽
計
從
、
道
洽
政

治
。
天
下
雖
廣
、
可
使
風
俗
同
而
如
一
家
。
中
國
雖
大
、
可
使
心
徳
同
而

如
一
人
。
其
攄
諸
内
而
形
外
、
爲
其
事
而
有
功
、
豈
特
變
國
俗
而
已
哉
。



− 3 −

陳暘孟子訓義校釈（五）

淳
于
髠
徒
知
魯
用
公
儀
休
子
柳
子
思
之
賢
、
而
不
知
繆
公
不
師
用
其
道
、

疑
之
以
爲
不
賢
、
以
明
孟
子
名
實
未
加
於
上
下
而
去
、
亦
如
此
而
已
。
豈

智
者
之
言
邪
。

［
校
勘
］

a
　「
告
子
下
」　
諸
本
な
し
。
本
書
の
通
例
に
倣
っ
て
補
っ
た
。

b
　「
爲
之
陁
」　
四
庫
全
書
本
「
爲
之
傾
」、
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本
お

よ
び
方
濬
師
本
は
「
爲
之
地
」
に
作
る
。

［
訳
］昔

者
、
王
豹
淇
に
處
り
て
河
西
善
く
謳
ひ
、
緜
駒
高
唐
に
處
り
て
齊
右
善

く
歌
ひ
、
華
周
杞
梁
の
妻
、
善
く
其
の
夫
を
哭
し
て
國
の
俗
を
變
ず
。
こ
れ

を
内
に
有
す
れ
ば
必
ず
こ
れ
を
外
に
形
は
す
。
其
の
事
を
爲
し
て
而
も
其
の

功
無
き
者
は
、
髠
未
だ
嘗
て
之
を
覩
ざ
る
な
り
。
是
の
故
に
賢
者
無
き
な

り
。
有
ら
ば
則
ち
髠
必
ず
之
を
識
ら
ん

1
。

外
に
現
れ
る
姿
は
内
面
を
本
源
と
し
、
功
績
は
実
際
の
仕
事
を
始
源
と
す

る
。
だ
か
ら
「
内
に
何
か
あ
れ
ば
そ
れ
が
外
に
現
れ
ず
に
は
す
ま
な
い
」
と

言
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
苟
も
車
あ
ら
ば
必
ず
其
の
軾
を
見
、
苟
も

衣
あ
ら
ば
必
ず
其
の
敝
を
見
る

2
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
ら
か
の
仕

事
を
し
た
ら
成
果
が
現
れ
な
い
こ
と
は
な
い

3
。
ち
ょ
う
ど
「
な
に
か
発
言

す
れ
ば
か
な
ら
ず
声
が
聞
こ
え
る
し
、
な
に
か
お
こ
な
え
ば
必
ず
成
果
が
あ

ら
わ
れ
る

4
」
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

今
こ
こ
に
登
場
す
る
歌
の
上
手
な
王
豹
が
淇
水
に
住
ん
で
い
た
の
で
河
西

地
方
で
は
歌
う
こ
と
を
尊
重
し
た
し
、
歌
の
上
手
な
緜
駒
が
高
唐
に
住
ん
だ

の
で
斉
右
で
は
歌
を
競
い
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
々
の
楽
し
む
心
が
感
化
さ

れ
て
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
る
。
韓
娥
が
声
を
長
く
伸
ば
し
て
朗
々
と
歌
っ
た

の
で
雍
門
の
人
は
歌
が
上
手
だ

5
と
い
う
話
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
斉
の
荘

公
が
莒
国
を
伐
っ
た
時
、
大
夫
の
華
旋
と
杞
殖
は
敵
地
で
死
ぬ
こ
と
を
恐
れ

ぬ
勇
敢
さ
を
見
せ
て
敵
の
三
軍
は
恐
れ
た
が
、
最
後
は
戦
闘
で
死
ん
だ
。
妻

は
知
ら
せ
を
聞
い
て
哀
哭
し
、
城
壁
は
そ
の
た
め
に
崩
れ
、
国
の
風
俗
は
そ

の
た
め
に
一
変
し
た

6
。
悲
し
み
の
心
が
物
を
感
化
し
て
そ
う
な
っ
た
の
で

あ
る
。
韓
娥
が
声
を
伸
ば
し
て
悲
し
み
を
込
め
て
歌
っ
た
の
で
雍
門
の
人
は

哭
す
る
の
が
上
手
だ

7
と
い
う
話
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は

す
べ
て
「
誠
」
が
内
心
に
生
じ
て
外
界
の
物
が
こ
れ
に
感
応
し
、「
其
の
事

を
爲
し
て
其
の
功
有
り
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
賢
者
が
国
内
に
及
ぼ
す
影
響
は
こ
れ
と
は
異
な
る
。
君
主
が
賢
者

を
採
用
す
る
と
、
意
見
は
容
れ
ら
れ
、
政
策
は
用
い
ら
れ
、
道
理
は
行
き

渡
っ
て
政
治
は
整
う

8
。
天
下
が
い
く
ら
広
く
と
も
、
風
俗
が
統
一
さ
れ
て

一
家
の
よ
う
に
な
れ
る
し
、
中
国
が
い
く
ら
大
き
く
と
も
、
感
情
と
道
徳
が

統
一
さ
れ
て
ひ
と
り
の
人
間
の
よ
う
に
な
れ
る
。
内
面
に
思
い
を
の
べ
て
外

界
に
そ
れ
が
現
れ
、
事
業
を
お
こ
な
っ
て
成
果
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
ど

う
し
て
た
だ
国
の
風
俗
を
変
え
る
こ
と
に
と
ど
ま
ろ
う
か
。
淳
于
髠
は
、
魯

国
が
公
儀
休
、
子
柳
、
子
思
と
い
っ
た
賢
者
を
登
用
し
た
こ
と
は
知
っ
て
い

た
が
、
繆
公
が
彼
ら
の
語
る
「
道
」
を
手
本
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
は
理
解

が
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
こ
の
三
人
を
賢
人
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と

疑
い
、
さ
ら
に
孟
子
が
君
主
に
対
し
て
も
民
衆
に
対
し
て
も
名
声
も
実
績
も

あ
げ
ぬ
ま
ま
斉
国
を
去
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
暴
こ
う
と
し
て
こ
の
よ
う

な
言
い
方
を
し
た
の
だ

9
。
ど
う
し
て
知
者
の
言
葉
と
い
え
よ
う
か
。

［
注
］1

　
本
条
は
、
孟
子
を
批
判
す
る
淳
于
髠
の
言
葉
の
一
部
で
あ
る
。
淳
于

髠
の
意
図
は
、
世
に
賢
者
が
あ
れ
ば
、
か
な
ら
ず
そ
の
影
響
が
目
に
見

え
る
は
ず
だ
が
、
そ
れ
が
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
斉
国
に
は
賢
者
が
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い
な
い
（
斉
に
い
る
孟
子
は
賢
者
で
は
な
い
）
証
拠
で
あ
る
、
と
い
う

主
旨
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
「
訓
義
」
は
、
こ
の
経
文
（
淳
于

髠
の
言
葉
）
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
　『
禮
記
』（
緇
衣
）
の
句
。「
子
曰
、
苟
有
車
必
見
其
軾
、
苟
有
衣
必

見
其
敝
」
と
あ
る
。
こ
こ
の
引
用
は
「
車
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
な
ら

何
か
積
む
物
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
し
、
衣
服
を
持
っ
て
い
る
と
い
う

な
ら
そ
れ
が
い
つ
か
は
破
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う
、
鄭
玄
の
注

お
よ
び
「
孔
疏
」
の
解
釈
に
沿
っ
て
い
る
。

3
　
原
文
は
「
未
嘗
不
無
其
功
（
未
だ
嘗
て
其
の
功
無
か
ら
ず
ん
ば
あ
ら

ず
）」
で
あ
る
が
、
通
じ
な
い
。
否
定
詞
を
三
字
連
ね
る
「
未
嘗
不
無
」

は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
句
形
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
「
不
」
を
衍
字
と

考
え
、「
未
嘗
無
其
功
」
と
し
て
解
釈
し
た
。

4
　『
禮
記
』（
緇
衣
）
に
よ
る
。
本
条
の
注
2
に
続
く
句
。「
人
苟
或
言

之
、
必
聞
其
聲
、
苟
或
行
之
、
必
見
其
成
」
と
あ
る
。

5
　『
列
子
』（
湯
問
）
に
も
と
づ
く
。
秦
青
と
い
う
歌
の
名
手
が
語
っ
た

話
と
し
て
見
え
る
。
そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
。「
昔
、
雍
門
（
斉
国

の
城
門
）
を
訪
れ
た
歌
の
名
手
の
韓
娥
が
悲
し
ん
で
声
を
出
し
た
ら
町

の
人
は
悲
し
ん
で
食
事
が
の
ど
を
通
ら
な
か
っ
た
。
楽
し
ん
で
歌
っ
た

ら
、
み
な
手
を
た
た
い
て
踊
り
我
を
忘
れ
た
。
そ
の
遺
風
で
雍
門
の
人

は
今
で
も
歌
が
う
ま
い
。」

6
　『
春
秋
左
氏
傳
』（
襄
公
二
十
三
年
）
に
見
え
る
逸
話
。『
左
傳
』
は

「
華
旋
」
を
「
華
還
」
に
作
る
。
た
だ
し
『
經
典
釋
文
』（
春
秋
左
氏
音

義
）
に
よ
る
と
「
還
」
の
音
は
「
旋
」。

7
　『
列
子
』
に
よ
る
（
本
条
の
注
5
に
同
じ
）。

8
　「
道
洽
政
治
」
は
『
尚
書
』（
畢
命
）
の
句
。

9
　
こ
こ
の
論
旨
は
『
孟
子
疏
』（〈
偽
〉
孫
奭
）
に
酷
似
す
る
。「
淳
于

髠
所
以
又
言
之
此
者
、
以
其
不
知
繆
公
不
能
師
三
子
之
道
、
徒
疑
之
以

爲
不
賢
、
又
以
此
明
孟
子
名
實
未
加
於
上
下
而
去
之
亦
若
是
矣
（
淳
于

髠
が
こ
こ
で
さ
ら
に
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
繆
公
が
公
儀
休
、
泄

柳
、
子
思
の
道
を
手
本
と
し
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
た
だ
彼
ら

を
疑
っ
て
不
賢
と
見
な
し
、
さ
ら
に
は
孟
子
が
名
声
も
実
績
も
な
い
ま

ま
斉
国
を
去
る
こ
と
も
こ
の
三
者
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
）」
と
あ
る
。

盡
心
上

孟
子
曰
、
仁
言
不
如
仁
聲
之
入
人
深
也
、
善
政
不
如
善
教
之
得
民
也
。

仁
以
善
爲
主
、
善
以
仁
爲
用
。
均
是
仁
也
、
有
言
聲
之
殊
。
均
是
善

也
、
有
政
教
之
異
。
蓋
號
令
之
辭
、
無
非
仁
言
也
。
絃
歌
之
音
、
無
非
仁

聲
也
。

仁
言
則
諭
之
以
心
而
於
感
人
爲
外
。
仁
聲
則
達
之
以
實
而
於
感
人
爲

内
。
此
仁
言
不
如
仁
聲
之
入
人
深
也
。
政
之
所
發
而
可
欲
者
無
非
善
政

也
。
教
之
所
敷
而
可
欲
者
無
非
善
教
也
。
善
政
以
正
之
而
於
教
爲
粗
。
善

教
以
化
之
而
於
政
爲
妙
。
此
善
政
不
如
善
教
之
得
民
也
。

詩
仁
言
也
、
於
風
俗
則
移
之
而
未
至
於
易
。
樂
仁
聲
也
、
於
風
俗
非
特

移
之
、
又
至
於
易
之
也
。
豈
非
仁
言
不
如
仁
聲
入
人
深
之
意
歟
。
善
政
則

以
善
服
人
未
有
能
服
人
。
善
教
則
以
善
養
人
有
至
於
服
天
下

a
。
豈
非
善

政
不
如
善
教
得
民
之
意
歟
。
言
之
仁
者
猶
若
此
、
况
不
仁
者
乎
。
教
之
善

者
猶
若
此
、
况
不
善
者
乎
。

然
仁
言
仁
聲
之
所
施
、
有
及
於
貴
賤
、
故
言
人
。
善
政
善
教
之
所
施
、

止
於
賤
者
而
已
、
故
言
民
。
與
孔
子
言
節
用
而
愛
人
、
又
言
使
民
以
時
同

意
。
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［
校
勘
］

a
　「
至
於
服
天
下
」　
四
庫
全
書
本
「
致
於
服
天
下
」
に
作
る
。

［
訳
］孟

子
曰
く
、「
仁
言
は
仁
聲
の
人
に
入
る
こ
と
の
深
き
に
如
か
ざ
る
な

り
。
善
政
は
善
教
の
民
を
得
る
に
如
か
ざ
る
な
り
」
と
。

「
仁
」
は
「
善
」
を
主
と
し
、「
善
」
は
「
仁
」
を
用
と
す
る
。
い
ず
れ

も
「
仁
」
で
あ
っ
て
も
「
言
語
」
と
「
楽
音
」
の
違
い
が
あ
る
。
い
ず
れ
も

「
善
」
で
あ
っ
て
も
「
政
令
」
と
「
教
化
」
の
違
い
が
あ
る
。
政
令
の
言
葉

に
「
仁
言
」
で
な
い
も
の
は
な
い
。
絃
歌
の
音
に
「
仁
声
」
で
な
い
も
の
は

な
い
。

「
仁
な
る
言
語
」
は
、
教
え
諭
す
の
に
〈
心
〉
に
訴
え
る
。
人
を
感
化
す

る
点
に
於
い
て
外
部
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。「
仁
な
る
楽
音
」
は
、
そ
れ

を
届
か
せ
る
の
に
〈
実
〉
に
訴
え
る
。
人
を
感
化
す
る
点
に
於
い
て
内
部
に

作
用
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
「
仁
徳
の
言
語
は
、
仁
徳
の
楽
音
が

よ
り
深
く
人
に
影
響
す
る
の
に
及
ば
な
い
（
仁
言
は
仁
声
の
人
に
入
る
こ
と

の
深
き
に
如
か
ざ
る
な
り
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
発
布
さ
れ
て
従
う
べ

き
政
令
は
、「
善
良
な
る
政
令
」
で
な
い
も
の
は
な
い
。
施
さ
れ
て
従
う
べ

き
教
化
は
、「
善
良
な
る
教
化
」
で
な
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
「
善
良
な

る
政
令
」
に
よ
っ
て
民
衆
を
矯
正
す
る
の
は
教
化
に
比
べ
て
疎
略
で
あ
り
、

「
善
良
な
る
教
化
」
に
よ
っ
て
民
衆
を
化
育
す
る
の
は
政
令
に
比
べ
て
精
細

で
あ
る
。
こ
れ
が
つ
ま
り
「
善
良
な
政
令
は
、
善
良
な
教
化
が
よ
り
強
く
民

を
掌
握
す
る
の
に
及
ば
な
い
（
善
政
は
善
教
の
民
を
得
る
に
如
か
ざ
る
な

り
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
詩
」
は
「
仁
徳
の
言
語
」
で
あ
る
。
風
俗
に
対
し
て
は
、「
移
す
」
こ
と

は
あ
っ
て
も
「
易
え
る
」
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い

1
。「
楽
」
は
「
仁
徳
の

楽
音
」
で
あ
る
。
風
俗
に
対
し
て
は
、「
移
す
」
だ
け
で
な
く
「
易
え
る
」

こ
と
ま
で
可
能
で
あ
る

2
。
こ
れ
こ
そ
「
仁
言
は
仁
聲
の
人
に
入
る
こ
と
の

深
き
に
如
か
ず
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
善
良
な
る
政
令
」
は

「
善
に
よ
っ
て
民
衆
を
服
従
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
で
は

「
人
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い

3
」
の
で
あ
る
。「
善
良
な
る
教
化
」

は
「
善
に
よ
っ
て
民
衆
を
養
う
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
天
下
を

心
服
さ
せ
る

4
」
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
「
善
政
は
善
教
の
民
を
得

る
に
如
か
ず
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
語
の
「
仁
」
な
る
も
の

で
さ
え
こ
う
で
あ
る
か
ら
、
不
仁
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
教
化
の

「
善
」
な
る
も
の
で
さ
え
こ
う
で
あ
る
か
ら
、
不
善
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
仁
徳
の
言
語
」
と
「
仁
徳
の
楽
音
」
が
施
さ
れ
る
対

象
は
身
分
の
高
い
者
と
低
い
者
い
ず
れ
も
に
及
ぶ
。
だ
か
ら
「
人
（
に
入

る
）」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。「
善
良
な
る
政
令
」
と
「
善
良
な
る
教
化
」
が

施
さ
れ
る
対
象
は
も
っ
ぱ
ら
身
分
の
低
い
者
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
民

（
を
得
る
）」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
孔
子
が
「
用
を
節
し
て
人
を
愛
す
」
と

言
い
、
さ
ら
に
「
民
を
使
ふ
に
時
を
以
て
す
」
と
言
う

5
の
と
同
じ
意
図
で

あ
る
。

［
注
］1

　『
毛
詩
』
の
「
大
序
」
に
「
先
王
以
是
經
夫
婦
、
成
孝
敬
、
厚
人
倫
、

美
教
化
、
移
風
俗
」
と
あ
り
、「
詩
」
の
効
用
と
し
て
風
俗
を
「
移
す
」

効
用
を
述
べ
る
。

2
　『
孝
經
』（
廣
要
道
章
）
に
「
移
風
易
俗
莫
善
於
樂
」
と
あ
り
、『
禮

記
』（
樂
記
）
に
「
樂
也
者
、
聖
人
之
所
樂
也
、
而
可
以
善
民
心
、
其

感
人
深
、
其
移
風
易
俗
」
ま
た
「
樂
行
而
倫
清
、
耳
目
聰
明
、
血
氣
和

平
、
移
風
易
俗
、
天
下
皆
寧
」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
音
楽
の
効
用
に
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「
移
風
」
と
「
易
俗
」
を
挙
げ
る
。「
訓
義
」
は
、「
詩
序
」
が
「
詩
」

の
効
用
と
し
て
「
移
す
」
と
の
み
を
言
い
、「
易
ふ
」
を
言
わ
な
い
こ

と
に
着
目
し
て
、「
仁
言
（
詩
）」
よ
り
「
仁
声
（
楽
）」
が
人
情
に
及

ぼ
す
効
果
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
す
る
孟
子
の
言
葉
を
補
強
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

3
　『
孟
子
』（
離
婁
章
句
下
）
に
「
以
善
服
人
者
、
未
有
能
服
人
者
也

（
人
君
が
善
に
よ
っ
て
人
を
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
人
を
心

か
ら
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）」
と
あ
る
。

4
　『
孟
子
』（
本
条
注
3
）
の
下
文
に
よ
る
。「
以
善
養
人
、
然
後
能
服

天
下
（
善
教
に
よ
っ
て
人
を
養
う
と
、
天
下
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
）」
と
あ
る
。

5
　『
論
語
』（
學
而
）
の
句
。
孔
子
が
大
国
を
統
治
す
る
原
則
を
述
べ
た

一
節
で
あ
る
。「
子
曰
、
導
千
乘
之
國
、
敬
事
而
信
、
節
用
而
愛
人
、

使
民
以
時
」
と
あ
る
。
皇
侃
の
『
論
語
義
疏
』
は
「〈
人
〉
と
は
見
識

あ
る
者
の
分
類
で
あ
り
、〈
人
を
愛
す
〉
と
は
朝
廷
の
こ
と
も
兼
ね
て

い
る
。〈
民
〉
と
は
暗
愚
の
者
の
呼
称
で
あ
り
、〈
民
を
使
ふ
〉
と
は
た

だ
下
賤
の
者
だ
け
で
あ
る
（
人
是
有
識
之
目
、
愛
人
則
兼
朝
廷
也
、
民

是
瞑
闇
之
稱
、
使
之
則
唯
指
黔
黎
）」
と
、「
人
」「
民
」
に
差
異
が
あ

る
と
す
る
。『
孟
子
』
の
「
人
に
入
る
」「
民
を
得
る
」
に
も
同
様
の
区

別
が
あ
る
と
「
訓
義
」
は
解
釈
し
て
い
る
。

盡
心
下

高
子
曰
、
禹
之
聲
尚
文
王
之
聲
。
孟
子
曰
、
何
以
言
之
。
曰
、
以
追
蠡
。

曰
、
是
奚
足
哉
。
城
門
之
軌
、
兩
馬
之
力
與
。

舜
樂
謂
之
九
㲈
、
禹
樂
謂
之
九
夏
之
樂
、
其
奏
必
以
鐘
鼓
。
蓋
鐘
鼓
者

樂
之
器
、
而
樂
非
器
也
。
鏗
鏘
者
樂
之
聲
、
而
樂
非
聲
也
。
樂
雖
非
器
、

未
始
離
乎
器
、
雖
非
聲
、
未
始
離
乎
聲
。
高
子
以
禹
有
追
蠡
已
弊
之
鐘
、

謂
禹
好
聲
樂
爲
勝
於
文
王
。
是
不
知
追
蠡
久
而
弊
、
節
奏
久
而
絶
。
非
謂

禹
之
聲
尚
文
王
之
聲
也
。

今
夫
城
門
之
軌
、
至
於
弊
者
、
非
兩
馬
之
力
所
能
致
。
鐘
之
追
蠡
至
於

絶
者
、
非
一
世
之
用
所
能
致
。
高
子
以
追
蠡
論
禹
之
聲
、
是
猶
以
城
門
之

軌
責
兩
馬
之
力
。
其
爲
不
智
甚
矣
。
由
是
觀
之
、
高
子
非
特
固
於
爲
詩
、

亦
固
於
爲
樂
矣
。

［
訳
］高

子
曰
く
、「
禹
の
聲
は
文
王
の
聲
に
ま
さ
る
」
と
。
孟
子
曰
く
、「
何

を
以
て
之
を
言
ふ
か
」
と
。
曰
く
、「
追
蠡

1
を
以
て
な
り
」
と
。
曰
く
、

「
是
れ
奚
ぞ
足
ら
ん
や
。
城
門
の
軌
は
兩
馬
の
力
な
ら
ん
や
」
と
。

舜
の
音
楽
は
「
九
㲈

2
」
と
称
し
、
禹
の
音
楽
は
「
九
夏

3
」
の
楽
と
称

す
る
。
こ
れ
ら
の
演
奏
に
か
な
ら
ず
鐘
と
鼓
を
用
い
る
。
そ
も
そ
も
鐘
と
鼓

は
音
楽
の
道
具
で
あ
る
が
、
音
楽
は
道
具
そ
の
も
の
で
は
な
い
。「
鏗
鏘

4
」

は
音
楽
の
音
の
響
き
で
あ
る
が
、
音
楽
は
音
の
響
き
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

音
楽
が
道
具
そ
の
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
楽
器
を
離
れ
て
は
成
り
立
た
な

い
し
、
音
の
響
き
そ
の
も
の
で
な
い
と
は
い
え
、
音
響
を
離
れ
て
は
成
り
立

た
な
い
。
高
子
は
、
禹
に
は
取
っ
手
が
す
り
減
っ
て
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
っ
た
鐘

が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
禹
の
音
楽
へ
の
愛
好
は
文
王
を
上
回
る
と
考
え

た
。
そ
れ
は
鐘
の
取
っ
手
が
長
く
壊
れ
た
ま
ま
で
演
奏
が
長
く
お
こ
な
わ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。〔
高
子
が
言
う
よ
う
に
〕「
禹

の
声
は
文
王
の
声
に
ま
さ
る
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
城
門
の
下
の
轍
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
深
く
え
ぐ
れ
て
い
る
の

は
二
頭
の
馬
の
力
だ
け
で
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
鐘
の
取
っ
手
が
す
り
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減
っ
て
ち
ぎ
れ
て
い
る
の
は
、
一
代
で
そ
う
な
る
は
ず
が
な
い
。
高
子
が
鐘

の
取
っ
手
が
減
っ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
禹
の
音
楽
に
つ
い
て
論
じ
る
の

は
、
城
門
の
轍
の
形
状
を
根
拠
に
二
頭
の
馬
の
力
を
そ
の
原
因
と
す
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
無
理
解
た
る
や
、
ひ
ど
い
も
の
だ
。
以
上
の
こ
と
か

ら
考
え
る
な
ら
、
高
子
は
「
詩
」
の
理
解
に
お
い
て
偏
っ
て
い
る
だ
け
で
な

く
5
、
音
楽
の
理
解
に
お
い
て
も
偏
見
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

［
注
］1

　「
追
」
は
鐘
を
つ
り
下
げ
る
た
め
の
紐
を
通
す
突
起
部
分
で
、「
蠡
」

は
今
に
も
壊
れ
そ
う
で
あ
る
こ
と
（
趙
岐
の
注
に
よ
る
）。

2
　『
周
禮
』（
春
官
・
大
司
樂
）
に
「
九
㲈
之
舞
」
の
語
が
あ
り
、
鄭
玄

注
に
「
九
㲈
の
字
は
〈
大
韶
〉
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
字
の

誤
り
で
あ
る
（
九
㲈
、
讀
當
爲
大
韶
、
字
之
誤
也
）」
と
あ
る
。
ま
た

『
周
禮
』
の
上
文
に
「
樂
舞
を
以
て
國
子
に
教
ふ
。
雲
門
、
大
巻
、
大

咸
、
大
㲈
、
大
夏
、
大
濩
、
大
武
を
舞
ふ
（
以
樂
舞
教
國
子
、
舞
雲

門
、
大
巻
、
大
咸
、
大
㲈
、
大
夏
、
大
濩
、
大
武
）」
と
あ
り
、
鄭
玄

注
に
「
大
㲈
は
舜
の
樂
（
大
㲈
舜
樂
也
）」
と
あ
る
。

3
　「
九
夏
」
は
『
周
禮
』（
春
官
・
鍾
師
）
に
見
え
る
。「
鍾
師
は
鐘
の

演
奏
を
管
掌
す
る
。
奏
樂
の
さ
い
鍾
鼓
で
九
夏
を
演
奏
す
る
（
鍾
師
掌

金
奏
、
凡
樂
事
、
以
鍾
鼓
奏
九
夏
）」
と
あ
る
。
こ
れ
を
禹
の
音
楽
と

す
る
記
事
は
な
い
。
陳
暘
は
『
樂
書
』（
巻
一
百
五
十
三
）
で
、「
大
司

樂
」
に
「
九
徳
の
歌
を
奏
し
九
㲈
の
舞
を
歌
う
」
と
あ
り
、
ま
た
「
瞽

矇
」
に
「
九
徳
の
歌
を
司
る
」
と
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
大
㲈
」
が

舜
の
楽
で
あ
る
か
ら
「
大
夏
」
は
禹
の
楽
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を

「
九
徳
の
歌
」
と
称
し
て
い
る
の
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
。

4
　「
鏗
」「
鏘
」
と
も
楽
器
（
鐘
と
鼓
）
の
音
を
表
す
畳
韻
の
擬
声
語
。

5
　『
孟
子
』（
告
子
章
句
下
）
の
記
事
に
も
と
づ
く
。
高
子
が
「
小
弁
」

（
毛
詩
・
小
雅
・
節
南
山
之
什
）
の
詩
に
つ
い
て
、「
小
人
の
詩
で
あ
る

（
小
弁
、
小
人
之
詩
也
）」
と
し
、
そ
の
理
由
を
「
恨
ん
で
い
る
か
ら

（
怨
）」
と
言
い
、
こ
れ
に
対
し
て
孟
子
が
反
論
し
て
い
る
。
孟
子
の
反

論
は
「
小
弁
の
詩
が
恨
み
を
述
べ
る
の
は
、〔
過
ち
を
犯
し
た
〕
親
を

大
切
に
思
う
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
親
を
思
う
の
は
〈
仁
〉
な
の
で
あ

る
。
な
ん
と
頑
な
こ
と
か
、
高
氏
の
詩
の
理
解
は
（
小
弁
之
怨
親
、
親

也
、
親
親
仁
也
、
固
矣
夫
高
叟
之
爲
詩
也
）」
で
あ
る
。
こ
の
章
に
対

す
る
趙
岐
の
注
は
「
小
弁
」
を
「
伯
奇
」
の
作
と
し
、
こ
れ
を
釈
す
る

「〈
偽
〉
孫
疏
」
は
伯
奇
を
宜
臼
（
周
幽
王
の
子
で
太
子
に
立
て
ら
れ
た

が
、
幽
王
の
寵
愛
が
褒
姒
に
移
っ
た
た
め
廃
さ
れ
た
）
の
こ
と
と
す

る
。
な
お
、
本
章
を
「
告
子
章
句
下
」
と
関
連
づ
け
て
高
子
の
「
詩
」

の
解
釈
の
固
陋
を
批
判
す
る
論
旨
は
、「〈
偽
〉
孫
疏
」
に
同
じ
。「
こ

こ
で
は
高
子
の
無
理
解
が
詩
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
も
知
ら
れ
る
（
此

又
見
高
子
之
蔽
不
獨
於
詩
也
）」
と
あ
り
、
陳
暘
「
訓
義
」
と
同
様
の

見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

孔
子
曰
、
惡
似
而
非
者
。
惡
莠
、
恐
其
亂
苗
也
。
惡
佞
、
恐
其
亂
義
也
。

惡
利
口
、
恐
其
亂
信
也
。
惡
鄭
聲
、
恐
其
亂
樂
也
。
惡
紫
、
恐
其
亂
朱
也
。

惡
郷
原
、
恐
其
亂
徳
也
。

莠
非
苗
也
、
類
於
苗
而
亂
苗
。
佞
非
義
也
、
假
於
義
而
亂
義
。
利
口
非

信
也
、
託
於
信
而
亂
信
。
鄭
聲
非
正
樂
也
、
雜
於
樂
而
亂
樂
。
紫
非
朱

也
、
間
於
朱
而
亂
朱
。
郷
原
非
徳
也
、
似
於
徳
而
亂
徳
。
凡
此
皆
似
是
而

非
、
孔
子
之
所
惡
也
。

莠
之
亂
苗
、
其
實
爲
易
辨
、
故
佞
與
利
口
似
之
。
鄭
聲
與
紫
則
亂
雅
聲

正
色
、
爲
難
辨
、
故
郷
原
似
之
。
揚
雄
曰
、
太
山
之
與
螘
垤
江
河
之
與
行
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潦
、
非
難
也
、
大
聖
之
與
大
佞
難
也
、
亦
此
意
歟
。

孔
子
曰
、
惡
紫
之
奪
朱
、
惡
鄭
聲
之
亂
雅
樂
、
惡
利
口
之
覆
邦
家
者
、

其
序
與
孟
子
不
同
何
也
。
論
語
以
紫
之
爲
害
不
及
鄭
聲
、
鄭
聲
之
爲
害
不

及
利
口
。
故
舜
命
九
官
先
之
以
夔
之
典
樂
繼
之
以
龍
之
納
言
。
孔
子
語
顔

淵
、
先
之
以
放
鄭
聲
、
繼
之
以
遠
佞
人
。
其
意
亦
由
是
也
。
孟
子
以
亂
義

不
及
亂
信
、
亂
信
不
及
亂
徳
。
其
所
主
三
者
而
已
。
而
苗
莠
朱
紫
聲
樂
、

特
觸
類
而
取
譬
者
也
。
其
異
如
此
。

樂
書
卷
第
九
十
五

d

［
校
勘
］

a
　「
揚
雄
」　
底
本
「
楊
雄
」
に
作
る
。
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本
、
同

じ
。
四
庫
全
書
本
、
方
濬
師
本
「
揚
雄
」
に
作
る
の
に
よ
っ
て
改
め

た
。

b
　「
樂
書
巻
第
九
十
五
」　
国
会
図
書
館
蔵
宋
刊
本
「
樂
書
巻
第
九
十
五

終
」、
四
庫
全
書
本
「
樂
書
巻
九
十
五
」、
方
濬
師
本
「
樂
書
巻
九
十
五

終
」
に
そ
れ
ぞ
れ
作
る
。

［
訳
］孔

子
曰
く
、「
似
て
非
な
る
者
を
惡
む
。
莠
を
惡
む
は
、
其
の
苗
を
亂

る
を
恐
る
る
な
り
。
佞
を
惡
む
は
、
其
の
義
を
亂
る
を
恐
る
る
な
り
。
利

口
を
惡
む
は
、
其
の
信
を
亂
る
を
恐
る
る
な
り
。
鄭
聲
を
惡
む
は
、
其
の

樂
を
亂
る
を
恐
る
る
な
り
。
紫
を
惡
む
は
、
其
の
朱
を
亂
る
を
恐
る
る
な

り
。
郷
原
を
惡
む
は
、
其
の
徳
を
亂
る
を
恐
る
る
な
り

1
」
と
。

莠
2
は
穀
類
の
苗
で
は
な
い
の
に
、
苗
に
似
て
い
て
苗
を
乱
す
。
雄
弁

は
、
正
義
で
は
な
い
の
に
、
正
義
の
ふ
り
を
し
て
正
義
を
乱
す
。
多
弁
は
、

真
実
に
ほ
ど
遠
い
の
に
、
真
実
め
か
し
て
真
実
を
乱
す
。
鄭
国
の
音
楽
は
、

雅
正
な
音
楽
で
は
な
い
の
に
、
音
楽
に
紛
れ
込
ん
で
音
楽
を
乱
す
。
紫
は
、

朱
色
と
は
違
う
の
に
、
朱
に
似
た
色
を
し
て
、
朱
を
乱
す
。
村
の
善
人
は
、

人
徳
者
で
は
な
い
の
に
、
徳
あ
る
人
に
似
て
い
て
徳
を
乱
す
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
似
て
い
る
が
異
な
る
も
の
で
、
孔
子
が
忌
み
嫌
う
も
の
で
あ
る
。

莠
が
穀
物
の
苗
を
乱
す
の
は
、
実
は
判
別
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

雄
弁
と
多
弁
が
こ
れ
に
似
て
い
る
と
い
え
る
。
鄭
声
と
紫
色
が
正
統
の
音
楽

と
純
正
な
色
彩
を
混
乱
さ
せ
る
の
は
、
判
別
が
む
ず
か
し
い
。
つ
ま
り
村
の

善
人
が
こ
れ
に
似
て
い
る
と
い
え
る
。
揚
雄
が
「
泰
山
と
蟻
塚
や
、
黄
河
長

江
と
水
た
ま
り
の
区
別
は
難
し
く
な
い
。
大
聖
人
と
口
達
者
が
見
分
け
に
く

い
の
だ

3
」
と
言
う
の
も
ま
た
同
じ
意
図
で
あ
ろ
う
。

孔
子
が
「
紫
の
朱
を
奪
ふ
を
惡
む
。
鄭
聲
の
雅
樂
を
亂
る
を
惡
む
。
利
口

の
邦
家
を
覆
す
者
を
惡
む
」
と
言
い
、
孟
子
の
引
用
と
は
そ
の
順
序
が
異

な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

4
。『
論
語
』
の
論
旨
で
は
、
紫
色
が
引
き

起
こ
す
害
毒
は
鄭
声
の
も
た
ら
す
害
毒
に
は
及
ば
ず
、
鄭
声
が
引
き
起
こ
す

害
毒
は
多
弁
の
害
毒
に
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
舜
が
九
人
の

役
人
に
職
務
を
与
え
る
さ
い
、
ま
ず
に
夔
に
音
楽
の
管
理
を
命
じ
、
そ
れ
に

続
い
て
龍
に
言
辞
を
取
り
次
ぐ
任
務
を
与
え
た

5
し
、
孔
子
が
顏
淵
に
答
え

た
時
は
、
先
に
「
鄭
声
を
追
放
せ
よ
」
と
言
い
、
そ
れ
に
続
け
て
「
佞
人
を

遠
ざ
け
よ
」
と
言
っ
た

6
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
図
も
ま
た
こ
う

し
た
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
樂
書
巻
第
九
十
五
）

［
注
］1

　『
論
語
』
に
「
紫
色
が
朱
色
に
取
っ
て
代
わ
る
の
を
憎
む
。
鄭
の
楽

が
雅
楽
を
乱
す
の
を
憎
む
。
舌
先
三
寸
の
輩
が
国
家
を
覆
す
の
を
憎
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む
（
惡
紫
之
奪
朱
也
、
惡
鄭
聲
之
亂
雅
樂
也
、
惡
利
口
之
覆
邦
家
者
）」

（
陽
貨
）、「
鄭
の
楽
を
追
放
し
、
舌
先
三
寸
の
者
を
遠
ざ
け
よ
。
鄭
の

楽
は
淫
靡
で
あ
り
、
舌
先
三
寸
の
者
は
危
険
だ
（
放
鄭
聲
、
遠
佞
人
、

鄭
聲
淫
、
佞
人
殆
）」（
衛
靈
公
）、「
村
里
の
善
人
は
道
徳
の
敵
だ
（
郷

原
徳
之
賊
也
）」（
陽
貨
）
と
、
類
句
が
あ
る
。
孟
子
は
こ
れ
ら
を
取
捨

し
て
孔
子
の
言
葉
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

2
　「
莠
」
は
エ
ノ
コ
ロ
グ
サ
な
ど
の
イ
ネ
科
の
雑
草
。
小
さ
い
時
に
は

イ
ネ
や
ム
ギ
に
姿
が
似
て
い
る
。

3
　『
法
言
』（
問
神
）
に
よ
る
。
陳
暘
の
引
用
は
、
現
行
『
法
言
』
に
同

じ
。

4
　『
論
語
』（
陽
貨
）
の
原
文
が
〈
紫
〉
→
〈
鄭
聲
〉
→
〈
利
口
〉
の
順

で
あ
る
の
に
対
し
て
（
本
条
の
注
1
参
照
）、
孟
子
は
「
孔
子
曰
」
と

し
な
が
ら
、〈
音
楽
〉
→
〈
色
彩
〉
の
順
に
挙
げ
る
こ
と
に
よ
る
発
問

で
あ
る
。
列
挙
の
順
序
に
関
す
る
議
論
は
、『
孟
子
疏
』（〈
偽
〉
孫
奭
）

に
既
に
見
え
る
。「
疏
」
は
言
う
。「『
論
語
』
の
順
序
が
こ
こ
と
異
な

る
理
由
は
、
孟
子
は
義
を
乱
す
こ
と
は
信
を
乱
す
こ
と
に
及
ば
ず
、
信

を
乱
す
こ
と
は
徳
を
乱
す
こ
と
に
及
ば
ず
、
重
要
な
の
は
こ
の
三
つ
で

あ
る
と
考
え
、
莠
や
紫
や
鄭
楽
は
比
喩
に
用
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

両
者
が
異
な
る
理
由
で
あ
る
（
其
序
與
此
不
同
者
、
蓋
孟
子
以
亂
義
不

及
亂
信
、
亂
信
不
及
亂
徳
、
其
所
主
三
者
而
已
、
莠
苗
朱
紫
聲
樂
、
所

託
以
爲
喩
者
也
、
是
所
以
爲
異
者
也
）」
と
。
た
だ
、
陳
暘
の
理
解
は

こ
れ
と
異
な
り
、
色
彩
の
混
乱
の
害
よ
り
音
楽
の
乱
れ
の
害
の
ほ
う
が

重
大
で
あ
り
、
多
弁
の
害
は
さ
ら
に
こ
れ
を
上
回
る
と
し
、
重
大
な
も

の
ほ
ど
後
に
挙
げ
た
の
だ
、
と
解
釈
し
て
い
る
。

5
　『
尚
書
』（
舜
典
）
に
よ
る
。
即
位
し
た
舜
が
、
禹
以
下
計
九
人
を
大

臣
に
任
命
す
る
一
節
が
あ
る
。
八
番
目
が
夔
で
、
舜
は
「
夔
よ
、
な
ん

じ
に
典
楽
を
命
ず
。
若
者
を
教
育
せ
よ
（
夔
、
命
汝
典
樂
、
教
胄
子
）」

と
言
い
、
つ
づ
い
て
龍
に
向
か
っ
て
「
な
ん
じ
に
納
言
を
命
ず
。
朝
晩

わ
が
命
令
と
臣
の
上
奏
を
取
り
次
ぎ
、
誤
り
の
な
い
よ
う
に
せ
よ
（
命

汝
作
納
言
、
夙
夜
出
納
朕
命
、
惟
允
）」
と
言
う
。

6
　『
論
語
』（
衛
靈
公
）
に
よ
る
。
原
文
は
本
条
の
注
1
を
参
照
。

（
二
〇
一
〇
、五
、二
七
）


